
《電話相談》月～金 9：00～21：00、土・日・祝 9：00～12：00、13：00～17：00
《面接相談》月～金 9：00～17：00
各県事務所福祉課・岐阜地域福祉事務所

岐阜県女性相談センター

NPO法人あゆみだした女性と子どもの会 TEL 080-1613-1515
    《電話相談》 月～金 10：00～17：00（祝日・年末年始を除く）
ＮＰＯ法人手をつなぐ女たちの会 TEL 0575-25-1489
    《電話相談》 木 12：30～16：00（祝日・年末年始を除く）

《電話相談》 月～金 8：30～17：15（祝日を除く）

《電話相談》 毎日　24時間

《電話相談》 月～金 9：00～16：00（祝日を除く）

TEL 058-213-2131

令和 2年 3月発行



内閣府「配偶者からの暴力に関するデータ（警察庁調べ）」

　「ドメスティック・バイオレンス」（DV）という言葉は、日
本語に直訳すると「家庭内暴力」となりますが、一般的に
は「夫婦や恋人など親密な関係にある人、またはあった
人からの暴力」のことをいいます。
　「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に
関する法律」は、女性に対する暴力だけでなく、男性に
対する暴力も対象としていますが、配偶者等からの暴力
の被害者の多くは女性です。こうした背景の一つには、
性別による固定的な役割分担意識や経済力の格差な
ど、男性優位の社会的構造があります。女性に対する暴
力は、女性に恐怖と不安を与え、自由を束縛し、自信を喪
失させ、女性を従属的な状況に追い込むもので、それは
男女共同参画社会を形成していくうえで、克服すべき重
要な課題です。

配偶者間における犯罪の被害者（検挙件数の割合）（平成30年）
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内閣府「男女間における暴力に関する調査」（平成29年度）
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“身体的暴行” “心理的攻撃” “経済的圧迫” “性的強要”
をされたことがある。

約4人に1人は配偶者から被害を受けたことがあり、
約10人に1人は『何度も』受けています。

性的強要Ｄ

経済的圧迫Ｃ

心理的攻撃Ｂ

身体的暴行Ａ
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内閣府「男女間における暴力に関する調査」（平成29年度）

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

102,963件

111,172件

106,367件

106,110件

114,481件

541,093件

531,384件（98.2％）

9,709件　（1.8％）

7,205件（99.3％）

50件　（0.7％）

7,255件

1,262件

1,348件

1,502件

1,530件

1,613件

交際相手からの暴力被害経験
　恋人間の暴力をデートDVといいます。ドメスティック・バイオレンスは
配偶者間だけでなく、恋人たちの間でもおきています。　

これまでに交際相手から

“身体的暴力” “心理的攻撃” “経済的圧迫” “性的強要”
 のいずれかの暴力を１つでも受けたことがある

969 864

交際相手がいた（いる）人の約6人に1人がデートDVの
被害にあっています。

あった
21.4％

あった
11.5％









適用対象の拡大

これまでの改正のポイント



「配偶者からの暴力の
防止及び被害者の
保護等に関する法律」の
内容は？



配偶者暴力相談
支援センター

相談やカウンセリングの
ほか、保護命令制度の利
用についての情報や、あ
なたが自立するために必
要な情報を提供します。
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岐阜県女性相談センター


